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◇市報は�日・��日（�月と��月は�日・��日）、市議会だよりは�・�・�・��月の最終日曜日に発行します。新聞折り込みのほか、
市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。
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の
会
・
伊
藤　

（
�
�
�
）
�

���

�
�
�

�
武
蔵
野
手
打
ち
う
ど
ん
作
り

　

�
月　

日
（
土
）
午
前
�
時

��

　

分
〜
正
午
。
中
央
公
民
館
。

���
百
円
。
申
込
み
…
往
復
は
が

き
で
、
武
蔵
野
手
打
ち
う
ど
ん

保
存
普
及
会
・
野
島
實
（
仲
町

�
�
�
�　

）
へ
（
先
着
順
）

��

�
あ
じ
さ
い
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ

ー　

�
月　

日
（
日
）
午
後
�

��

時
〜
�
時
。
福
祉
会
館
市
民
ホ

ー
ル
。
会
費
�
千
円（
抽
選
会
、

飲
物
付
）。
�
小
平
ダ
ン
ス
ス

ポ
ー
ツ
ワ
ー
ル
ド
・
宮
尾
�
�

�
（
�
�
�
�
）
�
�
�
�

�
講
演
会　

訓
練
で
言
語
障
害

を
乗
り
越
え
て　

�
月　

日
��

（
水
）
午
後
�
時　

分
開
演
。

��

福
祉
会
館
。
資
料
代
�
百
円
。

講
師
…
紅
雲
亭
飛
僧
氏
。
�
田

口
�
�
�
（
�
�
�
�
）
�
�

�
�

�
に
こ
に
こ
コ
ン
サ
ー
ト　

見

て
聴
い
て
演
奏
や
っ
て
み
よ
う

　

�
月　

日
（
土
）
午
後
�
時

��

〜
�
時　

分
。大
沼
公
民
館
。
�

��

百
円
。幼
児
〜
高
齢
者
対
象
。マ

リ
ン
バ
、
打
楽
器
、
ボ
デ
ィ
パ

ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
ほ
か
。
�
ミ
ュ

ー
ジ
ッ
ク
パ
ル
ｉ
ｎ
大
沼
・
今

井　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���
�
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
２
０
０
９
小

平
歌
謡
祭　

�
月　

日
（
日
）

��

午
前
�
時　

分
開
場
、　

時
開

��

��

演
。
ル
ネ
こ
だ
い
ら
中
ホ
ー

ル
。
審
査
員
…
山
中
博
氏
（
作

曲
家
）、
丸
山
雅
仁
氏
（
作
編
曲

家
）
ほ
か
。
歌
謡
シ
ョ
ー
、
カ

ラ
オ
ケ
天
国
、
コ
ン
テ
ス
ト
ほ

か
。
主
催
…
ナ
ポ
リ
歌
謡
教
室

（
小
平
市
歌
謡
連
盟
所
属
）。

後
援
…
小
平
市
、
小
平
市
社
会

福
祉
協
議
会
。
�
小
平
歌
謡
祭

事
務
局
�
�
�
（
�
�
�
）
�

�
�
�

 
★
英
会
話
研
究
会　

月
�
回
金

曜
日
。
初
級
…
午
後
�
時　

分
��

〜
�
時
、
中
級
…
午
後
�
時
〜

�
時　

分
。
仲
町
公
民
館
。
月

��

会
費
�
千
円（
教
材
費
別
）。
外

国
人
講
師
。
簡
単
な
会
話
が
で

き
る
方
。
�
わ
に　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�
（
夜
間
）

★
グ
ー
テ
ン
タ
ー
ク
の
会　

第

�
・
�
木
曜
日
午
前　

時
〜
正

��

午
。
中
央
公
民
館
。
月
会
費
�

千
円
。
ド
イ
ツ
語
圏（
ド
イ
ツ
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
の
歴
史
・
文

化
・
生
活
を
学
ぶ
。
�
森　

（
�

���

�
�
）
�
�
�
�

★
歌　

ピ
ア
カ
ラ
ど
み
そ
堂　

月
�
回
木
曜
・
土
曜
・
日
曜
日

の
い
ず
れ
か
。
鈴
木
公
民
館
。

月
会
費
�
千
円
（
教
材
費
別
）。

ピ
ア
ノ
で
楽
し
く
歌
う
会
。
�

明
石
�
�
�
（
�
�
�
�
）
�

�
�
�

★
合
気
道
・
護
身
技　

春
陽
会

　

土
曜
日
午
後
�
時
〜
�
時
。

花
小
金
井
武
道
館
。
入
会
金
�

千
円
、
月
会
費
�
千
�
百
円
。

小
学
生
以
上
。
�
小
山
田　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

★
マ
ジ
ッ
ク　

む
さ
し
会　

第

�
・
�
・
�
金
曜
日
午
後
�
時

　

分
〜
�
時　

分
。
仲
町
公
民

��

��

館
。
月
会
費
�
千
円
。
�
太
田

　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���★
上
宿
華
道
教
室　

月
�
回
土

曜
日
午
前
�
時　

分
〜　

時
。

��

��

上
宿
図
書
館
。
月
会
費
�
千

円
、
花
材
費
�
回
�
千
円
。
�

藤
井　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���

★
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク　

み
ど
り
会

　

第
�
・
�
土
曜
日
午
前
�
時

　

分
〜
正
午
。
小
川
西
町
公
民

��館
。
月
会
費
�
千
円
。
�
竹
内

　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���★
東
京
マ
ウ
ン
ト
ク
ラ
ブ　

隔

週
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
ハ
イ
キ

ン
グ
、
観
光
ほ
か
。
年
会
費
�

千
�
百
円
。
中
高
年
。
上
宿
公

民
館
で
鑑
賞
会
あ
り
。
�
佐
々

木　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���
★
着
付
け　

衣
ず
れ
の
会　

第

�
・
�
火
曜
日
午
後
�
時
〜
�

時
。
天
神
地
域
セ
ン
タ
ー
。
入

会
金
�
千
円
、
月
会
費
�
千
�

百
円
。
手
結
び
。
�
若
林　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

★
天
神
生
け
花
サ
ー
ク
ル　

第

�
金
曜
日
午
後
�
時
〜
�
時
。

天
神
地
域
セ
ン
タ
ー
。
会
費
�

か
月
�
千
円
、
花
材
費
�
回
�

百
円
。
�
落
合　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�

★
ジ
ャ
ズ
・
バ
レ
エ　

ひ
ま
わ

り
の
会　

月
�
回
土
曜
・
日
曜

日
ほ
か
。
鈴
木
公
民
館
。
月
会

費
�
千
円（
教
材
費
別
）。
幼
児

以
上
。
�
上
田
�
�
�
（
�
�

�
�
）
�
�
�
�

�
植
物
性
廃
食
油
を
集
め
て
デ

ィ
ー
ゼ
ル
車
の
燃
料
に
し
よ
う

　

�
月
�
日
（
日
）
午
前　

時
��

〜
午
後
�
時（
雨
天
決
行
）。
市

役
所
北
側
立
体
駐
車
場
（
ご
み

ゼ
ロ
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
会
場

内
）。
�
こ
だ
い
ら
菜
の
花
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
田
中
�
�
�（
�

�
�
）
�
�
�
�

�
ハ
ー
モ
ニ
ー
＆
ラ
イ
ラ
ッ
ク

　

ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト　

�

月
�
日
（
日
）
正
午
〜
午
後
�

時
。
ル
ネ
こ
だ
い
ら
中
ホ
ー

ル
。
無
料
。
�
菅
原　

（
�
�

���

�
）
�
�
�
�

�
太
極
拳
無
料
体
験
教
室　

�

月　

日
（
木
）
・　

日
（
木
）

��

��

午
後
�
時
〜
�
時　

分
。
上
宿

��

公
民
館
ホ
ー
ル
。
太
極
拳
の
基

本
動
作
。
室
内
運
動
靴
、
運
動

の
で
き
る
服
装
で
参
加
。
�
椿

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ������������������������������������

掲
載
希
望
団
体
は
秘
書
広

報
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

秘
書
広
報
課
��

（
�
�

���

�
）
�
�
�
�

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

�
月　

日（
木
）

��

　

午
後
�
時
〜
�
時

と
こ
ろ　

市
役
所
�
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�
・

�
�
�
�

◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普

通
徴
収
（
第
�
期
）

※
納
付
は
、
�
月　

日
��

（
火
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
市
民
税
・
都
民
税
の
納

税
通
知
書
は
、
�
月　

日
��

（
金
）
に
発
送
し
ま
す
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

��

���

所得税と住民税の違い

取扱機関納付の方法課税の方法

税 務 署

①年末調整で精算

②毎年、申告期間に確定申告をし
て納付

①給与所得者の場合…１月～１２
月の毎月の給与やボーナスから
一定の額で源泉徴収

②給与以外の所得がある場合…
確定申告により過不足を調整し、
精算

所　

得　

税

市 役 所

〈特別徴収の方〉
６月～翌年５月の毎月の給与から
天引き
※ボーナスからの天引きや年末調
整はありません。

〈普通徴収の方〉
６月、８月、１０月、翌年１月の年
４回に分けて納付（納税通知書は
市から送付します）

年末調整または確定申告により、
前年中の所得を確定

�
確定した所得から税額を計算し、
課税

※平成２１年度に課税の対象となる
所得は、平成２０年中に得たもので
す（前年の所得に応じて課税とな
ります。平成２１年１月以降の所得
に係る住民税は、平成２２年６月か
ら課税されます）。

住　

民　

税
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平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

��

民
税
納
税
通
知
書
を
、
次
の
と

お
り
発
送
し
ま
す
。

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
な
ど
で

納
め
て
い
た
だ
く
方
）
…
�
月

　

日
（
金
）
に
発
送

��※
例
年
よ
り
発
送
日
が
遅
く
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
に

は
、
口
座
振
替
納
税
者
用
の
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
市
民
税
・
都
民
税
が
か
か
ら

な
い
方（
非
課
税
の
方
）へ
は
通

知
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

※
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）

の
税
額
通
知
書
は
、
�
月
�
日

（
土
）
に
、
勤
務
先
へ
発
送
済

み
で
す
。

�
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
を

開
始

　

公
的
年
金
な
ど
の
年
金
所
得

に
か
か
る
市
民
税
・
都
民
税（
住

民
税
）
に
つ
い
て
、　

歳
以
上

��

の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

 　

平
成　

年
度
住
民
税
の
納
税

��

義
務
者
は
、
平
成　

年
�
月
�

��

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
で
、
次

に
該
当
す
る
方
で
す
。

▽
市
内
に
住
所
が
あ
る

▽
市
内
に
住
所
は
な
い
が
、
家

屋
敷
や
事
務
所
・
事
業
所
な
ど

が
あ
る

 　

住
民
税
と
所
得
税
は
、
と
も

に
個
人
の
所
得
に
対
し
て
課
税

さ
れ
る
税
で
、
課
税
の
対
象
と

な
る
所
得
の
年
分
は
同
じ
で
す

が
、
課
税
方
法
な
ど
に
違
い
が

あ
り
ま
す
（
上
表
参
照
）。

 
▽
生
活
保
護
法
に
よ
っ
て
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
方

▽
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡

婦
ま
た
は
寡
夫
で
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
百　

万
円
以
下

��

の
方 �

�

�

�

�

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

の
方
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
し

が
始
ま
り
ま
す
。

　

引
き
落
と
し
の
開
始
は
、　

��

月
支
給
分
の
年
金
か
ら
と
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成　

年
��

度
の
住
民
税
額
の
う
ち
半
分
に

つ
い
て
は
、
�
月
と
�
月
に
納

付
書
な
ど
で
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
に
同
封
の
「
平

成　

年
度
分
市
民
税
・
都
民
税

��

▽
合
計
所
得
金
額
が　

万
円
×

��

（
本
人
・
控
除
対
象
配
偶
者
・

扶
養
親
族
の
合
計
数
）
＋　

万
��

円
以
下
の
方
（
控
除
対
象
配
偶

者
ま
た
は
扶
養
親
族
を
有
す
る

場
合
に
限
り　

万
円
が
加
算
さ

��

れ
ま
す
）

 　

住
民
税
は
、
市
民
の
方
々
に

均
等
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

「
均
等
割
」
と
、
所
得
に
応
じ

て
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
所
得

割
」
が
あ
り
ま
す
。

　

均
等
割
は
�
千
円
（
う
ち
都

民
税
分
�
千
円
）、所
得
割
は
課

税
標
準
額
に
対
し
て
一
律　

％
��

（
う
ち
都
民
税
分
�
％
）で
す
。

 　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

��

民
税
課
税
・
非
課
税
証
明
書
が

必
要
な
方
に
は
、
�
月　

日
��

（
金
）
か
ら
証
明
書
発
行
の
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
（
特
別
徴

収
の
方
は
�
月
�
日
（
土
）
か

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
）。

問
合
せ　

税
務
課
市
民
税
普
通

徴
収
係
�　

（
�
�
�
）
�
�

���

�
�
、
市
民
税
特
別
徴
収
係
�

　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������

��������������

�� ���������

　

技
術
講
座
（
下
表
）
を
受
講

し
、
一
定
の
農
業
技
術
の
習
得

後
、
農
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
農
家
に
派
遣
さ
れ
ま
す
。

対　

象　

定
期
的
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
が
可
能
な
、
原
則
と

し
て
市
内
在
住
の　

歳
以
上
の

��

健
康
な
方

募
集
人
数　
　

人
程
度
（
野
菜

��

コ
ー
ス
）

※
真
剣
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
取
り
組
み
た
い
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
余
暇
の
利
用

程
度
、
実
技
の
習
得
の
み
が
目

的
の
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

�
月　

日
（
金
）
ま

��

で
（
必
着
）
に
、
往
復
は
が
き

に「
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
」

と
明
記
し
、
住
所
、
氏
名
（
ふ

り
が
な
）、
年
齢
、
性
別
、
電
話

番
号
を
記
入
の
う
え
、　

東
京

JA

む
さ
し
小
平
支
店
指
導
課
（
〒

　

�
�
�
�
�　

小
川
町
�
�

����
�
�
�
）
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

産
業
振
興
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

��

装
置
は
自
己
負
担
）

費　

用　

無
料

申
込
み　

�
月　

日
（
水
）
ま

��

で
に
、
東
京
土
建
小
平
支
部
へ

（
先
着
順
）
�　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�

�
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
を
更
新

　

長
寿
医
療
制
度
の
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
減
額
認
定
証
）
は
、
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
が
取
得
で

き
、
毎
年
�
月
�
日
が
更
新
日

で
す
。

　

す
で
に
平
成　

年
度
の
減
額

��

認
定
証
を
取
得
し
て
い
て
、
平

成　

年
度
も
引
き
続
き
住
民
税

��
非
課
税
世
帯
の
方
に
は
新
し
い

減
額
認
定
証
を
�
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
あ
ら
た
め
て

手
続
き
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

た
だ
し
、
次
の
条
件
に
該
当

す
る
方
に
は
申
請
書
類
を
送
付

し
ま
し
た
の
で
、
�
月　

日
��

（
火
）
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
本
人
ま
た
は
世
帯
員
が
、
平

成　

年
�
月
�
日
時
点
で
小
平

��
市
に
住
民
登
録
が
な
い

※
平
成　

年
�
月
�
日
時
点

��

で
、
小
平
市
に
住
民
登
録
が
な

い
世
帯
員
全
員
分
の
平
成　

年
��

度
住
民
税
非
課
税
証
明
書
を
添

付
の
う
え
、
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
本
人
ま
た
は
世
帯
員
が
住
民

税
未
申
告
で
あ
る

※
平
成　

年
中
の
所
得
が
分
か

��

る
も
の
（
年
金
の
源
泉
徴
収
票

な
ど
）
を
持
参
し
、
市
役
所
�

階
税
務
課
ま
た
は
東
部
・
西
部

出
張
所
で
住
民
税
の
申
告
を
済

ま
せ
た
あ
と
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係
�　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�

 　

金
婚
式（
結
婚　

年
）を
迎
え

��

た
ご
夫
婦
に
、
記
念
品
（
カ
タ

ロ
グ
ギ
フ
ト
）を
贈
呈
し
ま
す
。

対　

象　

平
成　

年
�
月　

日

��

��

現
在
、
結
婚
満　

年
を
超
え
て

��

い
て
（
昭
和　

年
�
月　

日
以

��

��

前
に
婚
姻
届
を
提
出
）、
小
平

市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人

登
録
を
し
て
い
る
夫
婦

※
す
で
に
贈
呈
を
受
け
ら
れ
た

方
は
除
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

▽
小
平

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������

�������	


　

市
で
は
、
住
宅
用
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
を

設
置
す
る
方
に
、
設
置
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
（
左
表
）。

　

助
成
を
受
け
る
方
に
は
、
市

民
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
、
機
器
使

用
の
効
果
な
ど
を
報
告
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

対　

象　

市
内
在
住
ま
た
は
在

住
予
定
で
、
自
宅
に
新
し
い
機

器
を
購
入
・
使
用
す
る
方

申
込
み　

�
月　

日
（
火
）
の

��

午
前
�
時　

分
か
ら
、
申
請
書

��

類
を
市
役
所
�
階
環
境
保
全
課

へ
持
参
（
電
話
・
送
付
不
可
）

※
�
月　

日
の
午
前
�
時
に
締

��

め
切
り
、
予
定
台
数
を
超
え
て

い
る
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

以
降
は
、
台
数
が
あ
る
も
の
に

限
り
先
着
順
。

※
詳
し
く
は
、
募
集
要
領
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※
募
集
要
領
は
、
環
境
保
全

課
、
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動

く
市
役
所
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
保
全
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

市
に
本
籍
が
あ
る
方
…
印
鑑

▽
小
平
市
以
外
に
本
籍
が
あ
る

方
…
戸
籍
謄
本

▽
外
国
人
登
録
の
方
…
婚
姻
届

受
理
証
明
ま
た
は
婚
姻
届
日
が

確
認
で
き
る
も
の

申
込
み　

�
月　

日
（
金
）
ま

��

で
に
、
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ

ー
�
階
高
齢
者
福
祉
課
、東
部
・

西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所
へ

※
記
念
品
は
、
�
月
上
旬
に
自

宅
へ
お
届
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

　

高
齢
者
の
地
域
相
談
窓
口
で

あ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
な
い　

歳
以
上
の
ひ
と

��

り
暮
ら
し
、
ま
た
は
高
齢
者
の

み
世
帯
の
方
を
対
象
に
、
定
期

的
な
訪
問
や
電
話
に
よ
る
見
守

り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
見
守
り

の
際
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
案
内
や
助
言
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
見

守
り
回
数
は
利
用
者
の
生
活
状

況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
年

�
回
程
度
で
す
。
希
望
す
る
方

は
お
住
ま
い
の
地
域
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
左
表
）
へ
、

直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
地
域
支

援
係
�　

（
�
�
�
）�
�
�
�

���

 　

認
知
症
を
予
防
し
、
脳
の
健

康
を
維
持
す
る
高
齢
者
向
け
の

�

�

�

�

�

�

学
習
教
室
で

す
。
毎
日　

分
��

程
度
、
自
宅
で

で
き
る
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
教
材
も

配
布
し
ま
す
。

と　

き　

�
月

　

日
〜
�
月　

��

��

日
（
�
月　

日
��

を
除
く
）
の
木

曜
日　

午
前　

全　

回
��

と
こ
ろ　

介
護

老
人
保
健
施
設

け
や
き
の
郷

（
小
川
町
�
�

�
�
�
）

費　

用　

月
額

�
千
�
百　

円
��

（
教
材
費
の
み
）

対　

象　

市
内

在
住
で
、
お
お

む
ね　

歳
以
上

��

�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 　
　

歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

��
（
国
保
）
の
加
入
者
で
、
会
社

な
ど
を
退
職
し
、
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
と
そ
の
扶
養
家
族

は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
退
職
者
医
療
制
度
と
は

　

被
用
者
保
険
（
会
社
の
健
康

保
険
や
公
務
員
の
共
済
組
合
な

ど
）
に
長
期
の
加
入
期
間
が
あ

り
、
退
職
後
、
国
保
に
加
入
さ

れ
た
方
の
医
療
費
の
一
部
は
被

用
者
保
険
が
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
国
保
加
入
者
全
体
の
国

民
健
康
保
険
税
負
担
を
軽
減

し
、
国
保
財
政
を
支
え
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
退
職

者
医
療
制
度
で
す
。

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と

が
対
象
と
な
る
条
件
で
す
。

�
退
職
被
保
険
者
本
人
と
な
る

方▽
国
保
に
加
入
し
て
い
る

�
�
�
�
�
�
�
	

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�

▽　

歳
未
満
で
あ
る

��
▽
被
用
者
年
金
（
厚
生
年
金
や

共
済
年
金
）
を
受
け
ら
れ
る
方

で
、
そ
の
加
入
期
間
が　

年
以

��

上
ま
た
は　

歳
以
降　

年
以
上

��

��

で
あ
る

�
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者

と
な
る
方

▽
国
保
に
加
入
し
て
い
る

▽　

歳
未
満
で
あ
る

��
▽
退
職
被
保
険
者
本
人
と
同
一

の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
退

職
被
保
険
者
の
収
入
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
て
い
る
三
親
等

内
の
親
族
で
あ
る

▽
年
間
収
入
が
百　

万
円
未
満

��

（　

歳
以
上
ま
た
は
厚
生
年
金

��
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
の
受

給
要
件
に
該
当
す
る
程
度
の
障

が
い
者
の
方
は
百　

万
円
未

��

満
）
で
あ
る

�
手
続
き

　

年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
、

年
金
の
受
給
の
手
続
き
を
す
る

と
年
金
証
書
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。
年
金
証
書
到
達
日
の
翌
日

か
ら　

日
以
内
に
、
保
険
年
金

��

課
ま
た
は
東
部
・
西
部
出
張
所

で
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の　

国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
年
金

証
書

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

 　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付

窓
口
（
金
融
機
関
、
郵
便
局
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
）
や

口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
の
納
付
以
外
に
、
携
帯
電

話
・
パ
ソ
コ
ン
で
も
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、携
帯
電
話
・
パ
ソ
コ
ン

で
納
付
す
る
場
合
は
、
金
融
機

関
と
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

の
利
用
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
操
作
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

各
金
融
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

武
蔵
野
社
会
保
険
事

務
所
�
�
�
�
�
（　

）
�
�

��

�
� �

�
�
�
�
�
�
	


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�

の
�
人
で
教
室
へ
通
え
る
方

定　

員　
　

人
��

主　

催　

小
平
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
け
や
き
の
郷

申
込
み　

小
平
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
け
や
き
の
郷
へ
�

　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���
 

試
験
日　
　

月　

日
（
日
）

��

��

受
験
要
項
配
布　

�
月　

日
��

（
水
）
ま
で
、
健
康
福
祉
事
務

セ
ン
タ
ー
�
階
介
護
福
祉
課
、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
都
庁
窓
口

で
配
布

※
詳
し
く
は
、
受
験
要
項
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

�
月
�
日
（
月
）
〜

�
月　

日
（
水
）
に
、
問
合
せ

��

先
へ
送
付

問
合
せ　

�
東
京
都
福
祉
保
健

財
団
�　

（
�
�
�
�
）
�
�

��

�
� �

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

夕
方
以
降
に
、
厚
手
の
長
袖

と
手
袋
を
着
用
し
、
巣
に
向
け

て
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
殺
虫
剤
を
噴

霧
し
ま
す
。
ハ
チ
が
死
ん
だ
の

を
確
認
し
て
か
ら
巣
を
除
去
し

ま
す
。

　

な
お
、
球
状
に
な
っ
た
ス
ズ

メ
バ
チ
の
巣
の
駆
除
は
危
険
を

伴
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

市
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

環
境
保
全
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

 
と　

き　

�
月　

日
（
火
）
・

��

　

日
（
水
）　

午
前
�
時　

分

��

��

〜
午
後
�
時　

分
��

と
こ
ろ　

都
民
ホ
ー
ル
（
都
議

会
議
事
堂
�
階
南
側
）

費　

用　

�
千
�
百
円
（
教
材

費
別
）

対　

象　

都
内
で
屋
外
広
告
業

を
営
ん
で
い
る
方
ま
た
は
営
も

う
と
し
て
い
る
方

定　

員　

�
百　

人
��

申
込
み　

�
月　

日
（
月
）
か

��

ら　

日
（
金
）
ま
で
の
午
前
�

��
時　

分
か
ら
午
後
�
時
ま
で

�� �
�
�
�
�
�
�
	

　

こ
の
時
期
の
ス
ズ
メ
バ
チ
や

ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
の
巣
は
、
ま
だ

小
さ
い
た
め
、
家
庭
用
の
エ
ア

ゾ
ー
ル
式
殺
虫
剤
で
駆
除
で
き

ま
す
。
今
の
う
ち
に
庭
木
や
建

物
の
外
壁
な
ど
を
点
検
し
ま
し

ょ
う
。

内　　　容と　　　き
開講式、小平市の農業７月２日（木）

講　義
座学７月８日（水）
座学８月２７日（木）
特別講義１２月１６日（水）
閉講式１２月１７日（木）
野菜作りのための実習
（予定）

各農家と調整（週１回
程度、全１０回）実　習

※座学および特別講義は、東京都農林水産振興財団（立川市）で行います。

助成対象機器および助成金額
予定台数助成金額助成対象機器

５０台出力１キロワット当たり
５万円（上限１０万円）住宅用太陽光発電システム機器

１０台１機器当たり２万５千円住宅用太陽熱利用システム機器

２台１機器当たり５万円住宅用燃料電池

５台１機器当たり５万円住宅用ガス発電給湯器

設置費内訳（太陽光発電システム３キロワットの場合）
１キロワット当たり６０万円約１８０万円設　置　費

１キロワット当たり７万円２１万円国の補助金

内　
　

訳

１キロワット当たり１０万円３０万円東京都の補助金

１キロワット当たり５万円
（上限１０万円）１０万円市の助成金

��約１１９万円実質負担額

※設置費は、平成１９年度小平市設置モニターによる平均金額です。
※設置する規模や方法などによって設置費は大きく違います。

に
、
申
込
書
に
費
用
を
添
え

て
、
問
合
せ
先
へ
持
参

※
申
込
書
は
、
問
合
せ
先
ま
た

は
市
役
所
�
階
み
ち
づ
く
り
課

に
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

東
京
都
都
市
整
備
局

緑
地
景
観
課
�　

（
�
�
�
�
）

��

�
�
�
�

 　

東
京
土
建
小
平
支
部
で
は
、

包
丁
研
ぎ
、
ま
な
板
削
り
、
無

料
住
宅
相
談
、
子
ど
も
木
工
教

室
な
ど
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

�
月　

日
（
日
）　

��

午
前　

時
〜
午
後
�
時

��

と
こ
ろ　

東
部
公
園
、
学
園
東

町
地
域
セ
ン
タ
ー
、
鈴
木
地
域

セ
ン
タ
ー
前
広
場
、
大
沼
地
域

セ
ン
タ
ー
、
み
そ
の
診
療
所
駐

車
場
、
福
祉
会
館
前
市
民
広

場
、
津
田
地
域
集
会
所
、
多
摩

信
用
金
庫
小
平
支
店
駐
車
場
、

中
島
地
域
セ
ン
タ
ー
（
全
�
会

場
）

�
耐
震
補
強
金
具
な
ど
の
取
り

付
け

　
　

歳
以
上
の
方
が
い
る
世
帯

��
を
対
象
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の

取
り
付
け
を
行
い
ま
す
。

▽
耐
震
補
強
金
具
…　

件
（
�

��

軒
�
か
所
ま
で
）

▽
ト
イ
レ
限
定
の
手
す
り
…　
��

件▽
住
宅
用
火
災
警
報
装
置
…　
��

件
（
�
軒
�
か
所
ま
で
、
警
報

��

�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
は
、
�
月　

日
に
核
実

��

験
を
実
施
し
た
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
に
対
し
、
す

べ
て
の
核
兵
器
と
核
計
画
を

即
刻
放
棄
す
る
よ
う
強
く
求

め
る
こ
と
の
抗
議
文
を
送
付

し
ま
し
た
。

問
合
せ　

総
務
課
�　

（
�

���

�
�
）
�
�
�
�

　
　
　

◇　
　
　

◇

�
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
の
核
実
験
に
対
す
る
抗
議

文
（
全
文
）

　

小
平
市
は
、
平
成　

年
��

に
、
す
べ
て
の
国
の
核
兵
器

の
廃
絶
を
求
め
、
市
民
と
と

も
に
、
世
界
の
恒
久
平
和
を

願
い
、
平
和
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
決
意
の
も
と
に
、

「
非
核
平
和
都
市
」
で
あ
る

こ
と
を
宣
言
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
貴
国
は
、
�

月　

日
に
地
下
核
実
験
を
実

��
施
し
た
と
発
表
し
た
。

　

貴
国
が
地
下
核
実
験
を
再

び
繰
り
返
し
た
こ
と
は
、
い

か
な
る
理
由
に
基
づ
こ
う
と

も
正
当
化
す
る
余
地
は
な

く
、
そ
の
無
謀
な
暴
挙
を
絶

対
に
容
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

世
界
で
唯
一
の
被
爆
国
で

あ
り
、
核
兵
器
の
廃
絶
を
基

本
と
し
た
世
界
の
恒
久
平
和

の
実
現
を
願
っ
て
い
る
我
が

国
の
思
い
を
ま
っ
た
く
無
視

し
た
行
為
で
あ
る
。

　

ま
た
、
日
朝
平
壌
宣
言
で

は
、
国
際
法
を
遵
守
し
、
互

い
の
安
全
を
脅
か
す
行
動
を

と
ら
な
い
こ
と
、
及
び
北
東

ア
ジ
ア
地
域
の
平
和
と
安
定

を
維
持
、
強
化
す
る
た
め
、

互
い
に
協
力
し
て
い
く
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
今
回
の
行
為

は
、
明
ら
か
に
こ
れ
を
踏
み

に
じ
る
も
の
で
あ
り
、
北
東

ア
ジ
ア
地
域
、
ひ
い
て
は
世

界
の
平
和
と
安
全
を
脅
か
す

も
の
で
あ
る
。

　

被
爆
国
で
あ
る
日
本
の
地

方
公
共
団
体
と
し
て
、「
非

核
平
和
都
市
宣
言
」を
行
い
、

核
兵
器
廃
絶
と
世
界
平
和
の

実
現
を
訴
え
て
い
る
小
平
市

と
し
て
は
、
今
回
の
貴
国
の

行
為
に
対
し
、
強
い
憤
り
の

念
を
禁
じ
え
な
い
。

　

私
は
、
小
平
市
民
を
代
表

し
て
、
今
回
の
核
実
験
に
対

し
、
厳
重
に
抗
議
す
る
と
と

も
に
、
す
べ
て
の
核
兵
器
と

核
計
画
を
即
刻
放
棄
す
る
よ

う
強
く
求
め
る
。

　

平
成　

年
�
月　

日

��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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小
平
市
長

�

�
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地域包括支援センター
担当地域電話番号所在地名　　称

中島町、たかの台、上水新町、
小川町１丁目、栄町、
上水本町１丁目、津田町１丁目

０４２（３４９）２３２１小川町１丁目
４８５番地

小平市地域包括支援
センターけやきの郷

小川西町、小川東町、
小川町２丁目、
上水本町２～６丁目、
津田町２～３丁目、学園西町

０４２（３４７）６０３３小川西町２丁目
３５番２号

小平市地域包括支援
センター小川ホーム

上水南町、喜平町、学園東町、
仲町、美園町、大沼町０４２（３４９）２１２３美園町３丁目

１２番１号

小平市地域包括支援
センター多摩済生ケ
アセンター

回田町、御幸町、鈴木町、
天神町、花小金井南町、
花小金井

０４２（４５１）８８１３鈴木町２丁目
２３０番地の３

小平市地域包括支援
センター小平健成苑


